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1.日立市の下水道事業（対象処理区）（１/５）

【処理区】
・中央処理区

※令和6年5月時点
（中央の事業計画区域内整備面積は2,081.4ha）

【汚水施設】
②汚水中継ポンプ場

処理場名称 排除方式

池の川処理場 分流式

ポンプ場名称 排除方式

１ 滑川中継ポンプ場 分流式

２ 河原子中継ポンプ場 分流式

３ 会瀬中継ポンプ場 分流式

４ 東町中継ポンプ場 分流式

５ 田沢中継ポンプ場 分流式

６ 桐木田中継ポンプ場 分流式

７ 橋下中継ポンプ場 分流式

８ 浜の宮中継ポンプ場 分流式

９ 旭町第一中継ポンプ場 分流式

１０ 旭町第二中継ポンプ場 分流式

１１ 初崎中継ポンプ場 分流式

１２ 東成沢中継ポンプ場 分流式

１３ 戸崎中継ポンプ場 分流式

処理区 整備期間
全体計画 整備区域

整備率
面積 面積

中央
昭和44年～

令和6年
2,204.
98ha

2,089.3
7ha

96.2
％

【汚水施設】
①下水処理場

処理区 整備期間
全体計画 整備区域

整備率
面積 面積

那珂久慈
昭和59年～

令和6年
2,172.
4ha

1,754.3
ha

80.7
％

・那珂久慈流域下水道関連
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1.日立市の下水道事業（対象処理区）（１/５）

【汚水施設】
③マンホールポンプ
施設名称 処理区

1 中大平 中央処理区域

2 鶴子 中央処理区域

3 平沢 中央処理区域

4 山根 中央処理区域

5 白山 中央処理区域

6 旭川 中央処理区域

7 雨降川 中央処理区域

8 初崎 中央処理区域

9 祝崎 中央処理区域

10 南台 中央処理区域

11 山道 中央処理区域

12 中成沢 中央処理区域

13 後沢川 中央処理区域

14 南高台 中央処理区域

15 東成沢 中央処理区域

16 釜道 中央処理区域

17 山田 中央処理区域

18 堂平 中央処理区域

19 西田 中央処理区域

20 西成沢 中央処理区域

施設名称 処理区

21 鮎川第１ 中央処理区域

22 成沢小下 中央処理区域

23 鮎川第３ 中央処理区域

24 鮎川第２ 中央処理区域

25 梶畑第２ 中央処理区域

26 梶畑第１ 中央処理区域

27 大学橋 中央処理区域

28 大学橋下 中央処理区域

29 下原 中央処理区域

30 八反原 中央処理区域

31 北浜 中央処理区域

32 西所沢 中央処理区域

33 曲松 中央処理区域

34 鳥沢 中央処理区域

35 渚橋 中央処理区域

36 腰塚第１ 中央処理区域

37 宮田橋 中央処理区域

38 桑木田 中央処理区域

39 モガキ平 中央処理区域

40 兎平 中央処理区域

施設名称 処理区

41 後久保 中央処理区域

42 腰塚第２ 中央処理区域

43 向山 流域関連処理区域

44 赤羽根 流域関連処理区域

45 茂宮 流域関連処理区域

46 坂本小下 流域関連処理区域

47 行戸 流域関連処理区域

48 金井戸 流域関連処理区域

49 大沼 流域関連処理区域

50 金畑 流域関連処理区域

51 大橋駅 流域関連処理区域

52 中井山 流域関連処理区域

53 吹上 流域関連処理区域

54 高鈴１ 新設予定

55 石名坂１ 新設予定

56 産廃処分場 新設予定

57 産廃処分場 新設予定

58 産廃処分場 新設予定

59 産廃処分場 新設予定
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1.日立市の下水道事業（２/５）

■日立市下水道処理区域

※令和6年4月時点

日立・高萩広域下水道日立市公共下水道
日立市公共下水道

（那珂久慈流域下水道関連）

業務対象区域

那珂久慈処理区 中央処理区 日立地区

図1.1 業務対象区域



6

1.日立市の下水道事業（３/５）

日立市の下水道事業の課題

組織体制（ヒト）の課題
膨大な管理対象の施設の⽼朽化に伴う業務量の増加に加え、耐震化・耐⽔化等の他事業への

対応も必要である。
下⽔道に関する職員数は平成24年に比べ減少している。

市内人口も減少傾向となり、今後の職員確保が課題となる。
→ 職員不⾜により下水道機能・サービス水準の維持に影響

図1.2 日立市の人口推移 図1.3 下水道職員の推移
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1.日立市の下水道事業（４/５）

日立市の下水道事業の課題

施設（モノ）の課題
処理場、ポンプ場などの⽼朽化施設が今後急増

→ 設備故障の頻発化、今後の業務量の増加

図1.4 処理場・ポンプ場施設年数超過割合

現状では、耐用年数（10～20
年）を超過し、改築を必要と
する設備の割合が37％であり、
10年後には67％となる。設備
の故障のリスクが高まる前に
計画的な更新が必要となる。

現状では、耐用年数（10～20
年）を超過し、改築を必要と
する設備の割合が30％であり、
10年後には77％となる。設備
の故障のリスクが高まる前に
計画的な更新が必要となる。

耐用年数超過 耐用年数超過

５年後耐用年数到達 ５年後耐用年数到達10年後耐用年数到達 10年後耐用年数到達
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日立市の下水道事業の課題

財政（カネ）の課題
⽼朽化施設の増加による維持管理費及び建設改良費の増加
⼈⼝減少や節⽔意識の⾼まりなどによる下水道使⽤料の減収

1.日立市の下水道事業（５/５）

図1.5 建設改良費

令和7年以降は経営戦略の金額となる。
以降も物価上昇、老朽化施設の増加
に伴い、上昇傾向と想定される。
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2.ウォーターPPPの概要（１/２）

ウォーターPPPの推進

令和５年度に国の「PPP/PFI推進アクションプラン」が改訂され、新たな官⺠連携の取

組となるウォーターPPPが示されました。
ウォーターPPPは、従来の包括的⺠間委託の発展形であり、より効果的に自治体が抱え

る課題解決に資することが期待されています。

出典︓下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン 2.0版

出典︓PPP／PFI推進アクションプラン
（令和５年改定版）の概要︓内閣府HP
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2.ウォーターPPPの概要（２/２）

ウォーターPPPの定義
・ 公共施設等運営事業（コンセッション事業）［レベル4］

自治体が施設の所有権を保有したまま、施設の運営権を民間事業者に設定する方式
・ 管理・更新一体マネジメント⽅式［レベル3.5］

コンセッションに準ずる効果が期待できる官民連携方式（下記4要件を満たす民間委託）
①維持管理と更新の一体のマネジメント②長期契約 ③性能発注 ④ プロフィットシェア

出典︓下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン 2.0版
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3.事業スキームと業務パッケージ（1/3）

〇 日立市は、SPC・JV等と事業契約を締結する。
（ SPC・JVは単独企業または応募グループにより組成）

〇 SPC・JV等の代表企業は、維持管理業務または改築工事を実施可能
な企業とする。

〇 応募グループの場合は、維持管理企業、建設企業、設計企業から構
成されるグループとする。

〇 地元企業が担う業務は、単独企業またはSPC等、もしくは構成企業
から各地元企業に再委託する。

レベル3.5更新実施型： SPC／JV設立



12

3.事業スキームと業務パッケージ （2/3）

日立市からの包括的民間委託先として、SPC若しくはJVが契約主体となり各構成企業へ契約委託し、
地元企業への委託は各構成企業から再委託する。

※

※1
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3.事業スキームと業務パッケージ （3/3）

※1︓運転管理業務には運転管理計画の策定、処理場・ポンプ場の維持管理を含む
※2︓水質分析業務には分析試験計画策定、法定・自主試験、試験結果解析を含む
※3︓点検業務には施設保全点検計画策定を含む
※4︓修繕業務には契約・事務処理等を含む
※5︓廃棄物処分業務には契約・事務処理等を含む（汚泥・し渣・沈砂・排水・他）
※6︓改築設計には事前調査、各種申請・届出の支援を含む
※7︓改築工事には近隣調整及び準備調査。環境モニタリングを含む
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4.リスク分担

以下に示すリスク分担は、マーケットサウンディング等を通じて事業者みなさまの意見をもとに見直
し・修正を検討。下記記載以外のリスクで検討が必要と考える項目があれば、アンケート内に記載をお
願いいたします。（詳細項目は別紙参照）

種別 リスク分担における具体的内容 発注者
（自治体）

受託者
(民間事業者)

共通
構想
計画
リスク

応募手続
リスク

応募に係るコスト 応募に係る費用(提案書作成の人件費、
直接経費など)は受託者が負担する。 〇

2
入札手続
リスク

入札説明書、入札手続の誤り等 入札説明書の訂正、入札手続きの更生等により
選定受託者に発生した追加費用を市が負担す
る。

〇

3
契約
リスク

落札者と契約を結べない、または契約手
続きに時間がかかる

契約遅延の原因が受託者側にある場合は、契約
の遅延により市に発生した追加費用について受
託者側が主として負担する。

〇 〇

4

当該事業に係る根拠法令の変更、新たな
規制立法の成立など

当該事業に係る法令変更、新規立法に対応する
ための増加費用は市が負担する。同様に事業が
中止となった場合には発生する追加費用を市が
負担する。

〇

5

当該事業のみならず、広く一般的に適用
される法令の変更や新規立法

当該法令変更、新規立法に対応するための増加
費用は民間が負担する。同様に事業が中止に
なった場合には発生する追加費用を民間側が負
担する。

◯ 〇

6

当該事業に関する新税の成立や
税率の変更

当該事業に係る税制変更により発生する増加費
用は市が負担する。同様に事業が中止となった
場合には発生する追加費用を市が負担する。 〇

7
法人税率の変更、受託者の利益に課され
る税制度の変更

税制変更により発生する増加費用は、
受託者が負担する。 〇

8

事業管理者として市が取得するべき許認
可の遅延

当該許認可取得の遅延に伴い受託者側に発生し
た増加費用を市が支払う。 〇

9

当該事業の実施に関して事業者が取得す
るべき許認可の遅延

当該許認可取得の遅延に伴い市に発生した増加
費用を受託者が支払う。

〇

リスク項目 リスク分担（案）

想定されるリスク

制度関連
リスク

法令変更
リスク

税制変更
リスク

許認可
リスク
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5.資格要件（1/2）
統括管理業務にあたっては、下記を参考とし必要な資格要件の検討を進めてまいります。

日立市公共下水道ウォーターPPP（レベル3.5更新実施型）においての総括管理【資格要件】
●監理技術者証（電） ●監理技術者証（機）
●技術士（総合技術管理部門（下水道））または上下水道部門（下水道）、●RCCM（下水道）、
●下水道技術検定第一種（計画設計）のいずれか
●下水道技術検定第二種（実施設計・工事監督）●下水道技術検定第三種（維持管理）
● ボイラー技士 ● 電気主任技術者

出典︓下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン 2.0版



5.資格要件（2/2）

下水道法上の各資格に必要な実務年数等は下記内容をご確認ください

出典︓下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン 2.0版
16
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6.入札・公募要件（1/10）
入札・公募の実施にあたっては、下記を参考・留意し公募型プロポーザルまたは総合

評価方式の検討を進めてまいります。公募形態についてご意見があればお聞かせくださ
い。

出典︓下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン 2.0版
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6.入札・公募要件（2/10）
実際に行われた他自治体での入札においては、事業期間の事業費合計及び改築ごとの事

業費を上限内で提案されました

日立市公共下水道ウォーターPPP（レベル3.5更新実施型）において
事業費の提案について、公募内でも上限の範囲内で積極的なご提案をお願いする予定
です。

出典︓下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン 2.0版
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6.入札・公募要件（3/10）
システム系を担当される民間事業者等のみなさまは下記内容に留意の上、業務内容の検

討をお願いいたします。

出典︓下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン（第2.0版）について p67より
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6.入札・公募要件（4/10）

今回の日立市ウォーターPPPにおいては、 SPC若しくはJVでの検討を進めています（事業
スキーム・業務パッケージ 参照）

出典︓下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン（第2.0版）について p69より
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6.入札・公募要件（5/10）

FS等支援の受託者をレベル3.5の受託者として選定できるかは管理者の任意（適切な判
断）によるものとなります。

出典︓下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン（第2.0版） 【実施編】パワーポイント版 ｐ46
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6.入札・公募要件（6/10）

入札・公募の実施においては、競争的対話等を実施し、応募される民間事業者等のみな
さまと必要な情報を共有します。

出典︓下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン（第2.0版） 【実施編】パワーポイント版 ｐ51
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6.入札・公募要件（7/10）

日立市ウォーターPPPにおいては地元企業の協力は必要不可欠なものと認識し、小規模
事業者が排除されないよう努めます。

出典︓下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン第２.0 版【実施編】パワーポイント版 ｐ66
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6.入札・公募要件（8/10）

入札・公募条件の工夫として、地元企業が担う業務は、単独企業またはSPC等、もしく
は構成企業から各地元企業に再委託することとします。
（事業スキームとパッケージ 参照）

出典︓下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン第２.0 版【実施編】パワーポイント版 ｐ67
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6.入札・公募要件（9/10）

公募型プロポーザルと総合評価方式の比較については以下表をご参照ください

出典︓下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン第２.0 版【実施編】パワーポイント版 ｐ52
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6.入札・公募要件（10/10）

入札・公募の流れは以下の流れを想定しています。公告から受託者の決定までは、12カ
月以上確保する予定です。

出典︓下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン第２.0 版【実施編】パワーポイント版 ｐ53
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7.マーケットサウンディング（アンケート調査）

概 要

HP公表日 令和８年１⽉７⽇（水）

回答期限 令和８年１⽉３０⽇（金）17:00まで

回答方法
下記のリンクからLｏGｏフォームにてご回答ください。
https://logoform.jp/form/tDgS/1365019

調査項目の
概要

① 日立市ウォーターPPP事業の対象施設・対象業務
② 日立市ウォーターPPP事業の事業スキーム
③ リスク分担表
④ 資格要件
⑤ 入札・公募要件

マーケットサウンディングでは、アンケート調査やヒアリング等により、⺠間事業者の皆
さまから対象施設や対象業務等に関するご意⾒を広く求め、 事業内容等の検討に活⽤する
ことを予定しています。 ぜひご協⼒くださいますよう、お願いいたします。

https://logoform.jp/form/tDgS/1365019
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8.スケジュール

マーケットサウンディング（アンケート調査）

導入可能性調査
運用
開始

R７.７ R ７.12 R10.4
（予定）

第１回 マーケットサウンディング
（アンケート調査）

第２回 マーケットサウンディング
（アンケート調査）

契約

発注準備
＋引継期間

※運用開始予定は図表示のとおりですが、状況により前後する可能性があります。

R ８.４ R ８.12

公募開始

基本協定締結

R 9.12R 9.４
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参考資料

国土交通省HP（下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン策定検討委員会）

https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_
sewerage_tk_000895.html

に最新版ガイドラインおよび先行事例の記載がされております。

●用語の説明

ウォーターPPPの計画策定時に定義される専門用語について解説致します。

情報出典元として、

https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000895.html

